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新規採択時評価個表 

事 業 名 道路改築事業 事業主体 愛媛県 

施設･工区名等 
一般国道１９７号 

夜昼
よるひる

・大洲西
おおずにし

道路
ど う ろ

（仮称） 
事業箇所 

自：大洲市
お お ず し

 北
きた

只
ただ

 

至：八幡浜市
や わ た は ま し

 郷
ごう

 

事業主旨 

「大洲・八幡浜自動車道」は、八西地域と四国縦貫・横断自動車道を
連絡する地域高規格道路である。 
平成９年度から順次「名坂道路（平成２４年度完成予定）」、「八幡浜道

路（平成３０年度完成予定）」の整備を進めており、残る未着手区間『大
洲市北只～八幡浜市郷（夜昼・大洲西道路（仮称））』についても、平成
２３年３月に発生した東日本大震災を教訓に、発生が切迫している南海
トラフ地震に備え、地震及び津波による災害時に救助・救援の役割を果
たす緊急輸送路、また四国で唯一の伊方原子力発電所で万が一事故が発
生した場合の広域避難路として早期整備を行い、高速道路網へ連絡する
本自動車道全線の早期完成を図る。 

新規採択時 
評価の実施理由 

補助事業として新規採択（平成２５年度予定） 

１．地域の概要 

愛媛県の西部に位置する八西地域（八幡浜市及び伊方町）は、宇和海と瀬戸内海に面し、
土地の大部分を山地が占める、柑橘類を中心とした農業と漁業を主要産業とする地域であ
る。また、八幡浜港と三崎港を抱え、フェリーによる海上輸送を通じて九州と四国の高速
道路を結ぶ広域交通の拠点であるとともに、四国で唯一の原子力発電所である伊方原子力
発電所を有し、四国のエネルギー供給の観点でも重要な地域である。 
しかしながら、当該地域は、高速道路網（四国８の字ネットワーク）から外れており、

速達性・効率性の点から物流面での競争力に劣るとともに、南海トラフ地震による大規模
災害発生時の安全確保や、深刻な医師不足により救急医療体制が不十分であるなど、地域
の活力・安全・安心の面で大きな課題を抱えている。 

２．事業概要及び事業経緯 

事業採択 平成２５年 完成予定 平成３９年 

用地着手 平成２５年 工事着手 平成２７年（予定） 

全体事業費 １８，０００百万円(うち用地補償費：４００百万円) 

(1)事業概要 計画延長 約７ｋｍ 車道幅員６ｍ（総幅員９ｍ） 
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(2)事業経緯 

◇［大洲・八幡浜自動車道］平成６年１２月「計画路線」指定 
【名坂道路】延長２．３ｋｍ 
・平成７年８月「調査区間」指定、平成８年８月「整備区間」指定 
・平成９年度 事業化（平成２４年度完成予定） 

【八幡浜道路】延長３．８ｋｍ 
・平成１６年３月「調査区間」指定、平成１７年３月「整備区間」指定 
・平成１７年度 事業化 

【夜昼・大洲西道路（仮称）】延長約７ｋｍ 
・平成１６年３月「調査区間」指定 

３．事業の必要性及び整備効果等 

(1)事業の必要性及び整備効果  

【大規模災害への備え】 
・ 四国縦貫・横断自動車道と一体となった緊急支援ルートが構築され、八西地域と他
地域を連絡する道路ネットワークの多重性・耐災性が確保される。 

・ これにより、南海トラフ地震による大規模災害が発生した際、広域での避難や救助、
救援、復旧等の様々な活動を確実かつ迅速に行うことが可能となり、地域の安全・安
心の大幅な向上につながる。 

・ また、万が一、伊方原子力発電所で事故が発生した場合の広域避難路が確保され、
迅速な広域避難及び救助、救援、復旧等の活動に寄与する。 

 
【広域救急医療体制の支援】 
・ 大洲圏域の二次救急医療機関（加戸病院）を中心とした３０分圏域人口が約１．８
万人増加、また八幡浜圏域の二次救急医療機関（市立八幡浜総合病院）を中心とした
３０分圏域人口が約０．３万人増加する。 

・ 八幡浜圏域と大洲圏域相互の二次救急医療機関への搬送時間短縮により、生存率の
向上に寄与し、八幡浜・大洲圏域における救急医療体制を支援する。 

・ 八幡浜圏域から大洲市内（高速道路）への所要時間短縮により、三次救急医療機関
がある松山・宇和島方面への管外搬送も強化され、当該地域の安心感の向上に大きく
貢献する。 

 
【物流の効率化（農業・漁業の支援）】 
・ 関東や関西などの大消費地までの輸送時間が短縮し、物流面における速達性や効率
性が向上するとともに、ドライバーの負担軽減が期待される。 

・ また、走行性が向上することで荷傷みが軽減され、より質の高い商品を出荷するこ
とが可能となり、ブランド力の向上が期待されるなど、地域の特産品の流通を支援す
る。 

 
【広域物流ルートとしての機能強化】 
・ 高速道路の空白地域である八西地域と四国縦貫・横断自動車道が地域高規格道路で
連結され、高速道路と一体となった道路ネットワークを形成する。 

・ 地域高規格道路として概ね 60km/h 以上のサービス速度を提供可能となることで、八 
西地域から四国縦貫・横断自動車道への走行時間が大幅に短縮され、九州～四国～京
阪神方面を結ぶ広域物流ルートとしての機能が向上する。 
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・ 平成２８年の東九州自動車道の全線開通により、南九州から京阪神への最短ルート
に加え、最速ルートとなり、さらに九州と四国の交流が活性化し、新たな市場開拓が
期待される。 

 
【速達性の高い広域観光ルートの形成】 
・ 八西地域と四国の高速道路網が連結され、九州～八西地域～四国内～本州を結ぶ広
域観光ルートが形成される。 

・ 八西地域では、高速道路のミッシングリンクが解消することで、四国内外からのア
クセスが向上し、観光客の増加が期待できる。 

 

(２)事業を巡る社会経済情勢等の変化  

・ 四国横断自動車道（宇和島北IC～西予宇和IC）の開通（平成２４年３月）により、南予
方面へのアクセスが向上している一方、八西地域が高速道路の空白地域となっている。 

・ 平成２３年３月の東日本大震災及び福島第一原発事故を踏まえ、発生が切迫している南
海トラフ地震に備えた緊急輸送道路、及び伊方原発で万が一事故が発生した場合の広域避
難路として、四国８の字ネットワークへ大洲・八幡浜自動車道を直結させることによる、
県民の安全安心の確保が急務となっている。 

４．事業の進捗の見込み 

(うち用地補償費) 
全体投資事業費 

(  ４００百万円) 
１８，０００百万円  

 
 

(１)事業が長期化する理由  

計画延長が約７ｋｍと長く、また全体事業費も約１８０億円と多額の費用が必要となる
ため、単年の施工量や、近年の県財政事情及び他の公共事業への影響を勘案すると、本事
業期間は約１５年と長期化が見込まれる。 

(２)今後の事業進捗の見込み  

平成２５年度から新規事業着手後、予算の確保に努め、平成３９年度の全線供用を目指
す。 

５．事業の投資効果（費用対効果分析） 

 
【事業全体】 

Ｃ：総費用＝ 13,045百万円 
      ・事業費      12,985百万円 

・維持管理費      60百万円 
   Ｂ：総便益＝ 16,575百万円 

・走行時間短縮便益  12,202百万円 
      ・走行経費減少便益   2,882百万円 

・交通事故減少便益   1,492百万円 
 

   Ｂ／Ｃ＝16,575／13,045＝1.27     
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６．コスト縮減や代替案立案等の可能性 

・高速道路に準じた規格ではなく、一般道路の規格による自動車専用道路とすることに
より、約１４％のコスト縮減（約２１０億円⇒約１８０億円） 

 ・複数のルート比較を行い、最適なルートを選定 

７．そ の 他 

・第六次愛媛県長期計画（広域・高速交通ネットワークの整備）に位置付けられている。 
・国道１９７号（大洲・八幡浜・西宇和間）地域高規格道路建設促進期成同盟会※）によ

る事業促進の強い要望があり、また、今年１月に開催された「大洲・八幡浜自動車道
の早期完成を目指すシンポジウム」においても３００名定員の会場に約３５０名の地
域住民が参加するなど地元の期待が高まっている。 
 ※）国道１９７号（大洲・八幡浜・西宇和間）に地域高規格道路の早期整備を促進し、もって地域の

振興発展に寄与することを目的とする同盟会で、八幡浜市、大洲市、伊方町の長及び議長をもって

組織される。 

８．対応方針（素案） 

 
 
本事業を『新規事業化』としたい。 
 
１ 八西地域が、質の高い道路で四国縦貫・横断自動車道と連結され、速達性や走行性
が改善されるとともに、九州、四国、京阪神を結ぶ西日本の広域交通ネットワークが
強化され、交流・物流面における効果が向上する。 

 
２ 地震・津波等の大規模災害時における広域的な救助・救援・復旧等の防災機能が強
化される。 

 
３ 十分な精度で計測が可能かつ金銭的表現が可能とされている３つの便益のみを用い
てＢ／Ｃを算出した結果、事業全体のＢ／Ｃは１．２７である。  

     
以上を総合的に判断し、新規事業化としたい。 
 

 


